
　

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
相
続

に
よ
り
不
動
産
を
取
得
し
た
相
続
人

は
、
そ
の
取
得
を
知
っ
た
日
か
ら
３

年
以
内
に
相
続
登
記
を
申
請
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
令
和
６
年

４
月
１
日
ま
で
に
相
続
が
発
生
し
て

い
る
場
合
に
も
、
相
続
人
が
相
続
に

よ
り
不
動
産
の
取
得
を
知
っ
た
日
と

令
和
６
年
４
月
１
日
の
い
ず
れ
か
遅

い
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
を

申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
法
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
せ
先

鹿
児
島
地
方
法
務
局
鹿
屋
支
局

☎
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9
9
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固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
申
告

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
の
申
告

相
続
登
記
の
申
請
が

義
務
化
さ
れ
ま
す

 

前
年
中
に
資
産
の
増
減
が
な
い
場

合
や
該
当
資
産
が
な
い
場
合
︑廃
業・

休
業
の
場
合
は
︑
そ
の
旨
を
申
告
書

の
備
考
欄
に
記
⼊
の
う
え
︑
ご
提
出

く
だ
さ
い
︒

個
⼈
及
び
会
社
で
⼯
場
や
商
店
な

ど
を
経
営
ま
た
は
事
業
︵
農
業
・
漁

業
を
含
む
︶
を
さ
れ
て
い
る
⽅
が
︑

⼟
地
及
び
家
屋
以
外
の
事
業
⽤
に
使

⽤
し
て
い
る
資
産
︵
機
械
・
機
具
・

備
品
等
︶
で
︑
そ
の
減
価
償
却
額
ま

た
は
減
価
償
却
費
が
︑
法
⼈
税
の
申

告
ま
た
は
所
得
税
及
び
町
県
⺠
税
申

告
で
経
費
に
算
⼊
さ
れ
る
も
の
︒

●
償
却
資
産
と
は
？

 

以
下
の
太
陽
光
発

電
設
備
は
︑
償
却
資

産
の
課
税
対
象
で
す
︒

対
象
と
な
る
⽅
は
申

告
が
必
要
で
す
の
で
︑

税
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
︒

︵
す
で
に
申
告
済
み
の
⽅
は
︑
過
年

度
と
同
様
に
申
告
書
を
ご
提
出
く
だ

さ
い
︒︶

●
事
業
用
と
し
て
太
陽
光
発
電
設
備

を
設
置
し
て
い
る
法
人

●
発
電
出
力
が
10
kw
以
上
の
太
陽
光

発
電
設
備
を
設
置
し
て
い
る
個
人

太
陽
光
発
電
設
備
を

設
置
し
て
い
る
方
へ

資産の種類 主な償却資産の例⽰
1. 構築物 ⾨塀、冷暖房設備、ビニールハウス、給排⽔設備など
2. 機械及び装置 太陽光発電設備、施盤、ポンプ、加⼯・製造機械など
3. 船舶 漁船、モーターボートなど
4. 航空機 ⾶⾏機、ヘリコプターなど
5. ⾞両及び運搬具 ⼤型特殊⾃動⾞、常⽤運転装置のない農作業⾞など
6. ⼯具・器具及び備品 測定⼯具、事務机・椅⼦、ロッカーなど

※
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い

提出期限

２月２日（月）
※ 期限より早めに提出してくだ

さいますよう、ご協⼒お願い
いたします。

お
問
い
合
せ
先

肝
付
町
役
場　

税
務
課

☎
0
9
9
4（
65
）8
4
1
4

 

償
却
資
産
所
有
者
は
︑
毎
年
１
⽉

１
⽇
現
在
の
資
産
所
有
状
況
︵
資
産

の
種
類
︑
数
量
︑
取
得
価
額
︑
取
得

年
⽉
⽇
︑耐
⽤
年
数
等
︶
に
つ
い
て
︑

そ
の
資
産
の
所
在
す
る
市
町
村
に
申

告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︵
※
地
⽅

税
法
第
３
８
３
条
︶︒

土
地
や
家
屋
の
ほ
か
、

償
却
資
産
の
所
有
者

に
も
課
税
さ
れ
ま
す

※
申
告
を
怠
っ
た
場
合
、
判
明
時
点

か
ら
年
度
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
課
税

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
留

意
く
だ
さ
い
。
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